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【契約書別紙】 

＜平成 30年 4月 1日現在＞ 

 

○ 担当職員：事業所の管理者・生活相談員  連絡先：０４２２－３４－５４４０ 

 

○ 通所介護の内容（第 4条） 

 ・利 用 日  サービス利用票の通り 

 ・利 用 時 間  当センターに来所してから、退所するまでの滞在時間とし、6 時間以上 7

時間未満を標準とします。（ご利用者によっては、3～4、4～5、5～6、7～8、

8～9時間のご利用の場合もあります） 

 ・利 用 場 所  三鷹市 深大寺 ２-２９-１３ 三鷹市高齢者センターけやき苑 

 ・事業所の設備等  機能訓練室、活動室、食堂、静養室、相談室、特別入浴室、介助浴室、送

迎車両４台 

 ・サ ー ビ ス 内 容  認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画に沿っ

て、送迎、入浴介助、食事の提供、その他必要な介護及び機能訓練、レクリ

エーション、趣味活動等の活動を提供します。 

 

○ 利用料金（第 6条） 

  認知症対応型通所介護利用料（介護保険適用部分、介護予防を含む） 

基
本
利
用
料 

  3～4 時間 4～5 時間 5～6 時間 6～7 時間 7～8 時間 8～9 時間 

要支援 1 570 円/回 596 円/回 878 円/回 900 円/回 1,014 円/回 1,045 円/回 

要支援 2 629 円/回 658 円/回 978 円/回 1,002 円/回 1,131 円/回 1,166 円/回 

要介護 1 648 円/回 678 円/回 1,011 円/回 1,037 円/回 1,169 円/回 1,207 円/回 

要介護 2 711 円/回 743 円/回 1,118 円/回 1,146 円/回 1,294 円/回 1,335 円/回 

要介護 3 776 円/回 812 円/回 1,223 円/回 1,253 円/回 1,418 円/回 1,462 円/回 

要介護 4 840 円/回 878 円/回 1,329 円/回 1,363 円/回 1,545 円/回 1,593 円/回 

要介護 5 903 円/回 945 円/回 1,436 円/回 1,472 円/回 1,669 円/回 1,721 円/回 

加
算 

個別機能訓練加算 32 円/回 

入浴加算 59 円/回 

＊上記の額は、利用１回当りの介護報酬告示上の通常規模通所介護の単位に、サービス提供体制

強化加算（Ⅰイ）18 単位を加え、１単位 10.83 円の地域単価を乗じ、介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

の 7.6％を加算した額の、利用者にご負担いただく１割相当の額です。個別機能訓練加算は、

通所介護計画に位置付けられており。かつ実際に実施した場合に算定するものであり、介護職

員処遇改善加算を加えた額の利用者にご負担いただく１割相当の額です。2 割負担の方はこの

倍の額となります。 

＊介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場

合があります。その場合は、一旦１月あたりの料金をお支払いいただき、サービス提供証明書

を発行いたします。このサービス提供証明書を後日、三鷹市健康福祉部高齢者支援課の窓口に

提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。 

「実費負担」：介護保険適用部分以外の実費をご負担いただくのは以下のとおりです。 

食事代 650 円/食 

 行事等特別な食事代 実費 

おむつ代・活動材料費 実費 

「キャンセル規定」：ご利用者のご都合でサービスを中止する場合も、キャンセル料はかかりませ

んが、下記のとおり、食事代の実費をご負担いただく場合があります。 

①利用当日の午前 9:30までに利用中止のご連絡をいただいた場合 無料 

②利用当日の午前 9:30までに利用中止のご連絡をいただけなかった場合 食事代 650円 
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○ 健康上の理由による中止（第 7条） 

① 風邪や感染の恐れのある病気の場合、サービスの提供をお断りすることがあります。 

② ご利用日当日の健康チェックの結果、体調が優れない場合、サービス内容の変更又は中止する

ことがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

③ ご利用中に体調を崩された場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連

絡の上、適切に対応します。又、必要に応じて速やかにかかりつけ医に連絡をとる、緊急の場

合救急対応をするなどの必要な措置を講じます。 

 

○ 相談・要望・苦情等の窓口 

当センターのサービスに関する相談・要望・苦情等は、管理者又は下記窓口までお申し出下さ

い。 

電話番号：０４２２－３４－５４４０ 

担当窓口：けやき苑事務室 第二係長 

当事業所以外に、以下の相談・苦情窓口に相談することができます。 

  三鷹市 健康福祉部 高齢者支援課  電話：０４２２―４５―１１５１ 

    東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口電話：０３－６２３８－０１７７ 

受付時間：月～土曜日（祝祭日を除く）９：００～１７：００ 

 

事業者 ＜事業者名＞  三鷹市委託事業者 

「三鷹市高齢者センターけやき苑」 （東京都 1373600251 号） 

   ＜住  所＞  東京都 三鷹市 深大寺 ２－２９－１３ 

＜代表者名＞  理事長   浅 井 克 巳    印 

 

上記内容の説明を受け、了承しました。 

 

   平成  年  月  日  

 

 利用者 

住所  三鷹市                             

 

氏名                                ㊞ 

 

        家族の代表 

住所                                  

 

氏名                                ㊞ 

 

                          (利用者との続柄：        ) 

  

家族以外の代理人 

 

住所                                  

 

氏名                                ㊞ 

 


